
令和５年度狭山市一般会計予算案

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） １８億円

（歳出）
２１３億１千７３１万９千円

国(県)
支出金

地方債 その他
地方消費税交付
金(社会保障財源

化分)
その他 事　　業　　名

人件費,事務費等
を除いた事業費

地方消費税交付
金(社会保障財源

化分)
その他

社会福祉総務費 213,849 81,662 1,516 130,671

高齢者福祉費 466,363 157,448 74,338 234,577

障害者福祉費 3,991,655 2,647,841 30,100 389,163 924,551 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 3,170,913 2,352,371 389,163 429,379

児童福祉総務費 3,174,598 1,821,844 56,200 36,672 1,259,882

児童保育費 3,910,169 2,492,744 145,107 509,631 762,687
子ども・子育て新制度関連事業費
（子どものための教育・保育給付事業費、
地域子ども・子育て支援事業費）

3,450,979 2,379,050 509,631 562,298

総合子育て支援センター費 45,380 26,480 18,900

保育所費 356,007 2,666 17,930 335,411

青い実学園費 10,344 251 10,093

学童保育室費 306,991 136,704 13,460 156,827

生活保護総務費 19,565 3,871 15,694

扶助費 2,044,708 1,598,484 0 446,224

小　計 14,539,629 8,969,744 56,200 319,374 898,794 4,295,517 小　計 6,621,892 4,731,421 898,794 991,677

国民年金費 81 81 0

国民健康保険事業費 1,000,000 370,704 629,296

介護保険事業費 1,927,534 96,920 1,830,614

小　計 2,927,615 467,705 0 0 0 2,459,910 小　計 0 0 0 0

後期高齢者医療事業費 2,300,196 284,082 120,571 901,206 994,337 後期高齢者医療事業費 2,300,196 404,653 901,206 994,337

保健衛生総務費 350,690 16,939 19,200 10,686 303,865

保健センター費 34,312 34,312

母子健康費 197,197 93,794 1,469 101,934

予防費 967,680 328,453 63,509 575,718

小　計 3,850,075 723,268 19,200 196,235 901,206 2,010,166 小　計 2,300,196 404,653 901,206 994,337

21,317,319 10,160,717 75,400 515,609 1,800,000 8,765,593 充当先事業費　総計 8,922,088 5,136,074 1,800,000 1,986,014

　その他社会保障施策・・・社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉）、社会保険（国民健康保険、介護保険、年金）、保健衛生（医療、疾病の予防対策、健康増進対策）

社会福祉

社会保険

保健衛生

総　　計

※財源内訳は「人件費、事務費を除いた事業費」の内訳となります

※社会保障経費対象外となる経費は除外しています（公共建築物解体事業費等）

※社会保障４経費・・・年金、医療、介護、子育て

社会保障４経費その他社会保障施策に要する総事業費
（人件費、事務費を除く）

（単位：千円）

区分 款　　項　　目
人件費,事務費等
を除いた事業費

財　　源　　内　　訳 うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）　充当先 財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

特定財源

一 般 財 源

　消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障４経費及びその他社会保障施策(※)に要する経費(人件費、事務費を除く）として
活用することとされています。
　本市では一般会計の社会保障関連事業費の中で占める割合が大きい、下記４事業の財源として活用しました。


